
平成 25年 11月 29日 
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事故報告の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

利用者 

の家族等 

身体障害者相談係 
電話 03-5662-0052 

愛の手帳相談係 
電話 03-5662-0053 

精神保健係 
電話 03-5661-2465 

施設調整係 
電話 03-5662-0712 

①電話報告 

②事故報告書 

の提出 

③指導・助言 
①電話報告 

全事業者 

④必要に応じ

て注意喚起 

裏面あり 



 

【居宅介護等】 

（事故発生時の対応） 

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した

場合は、速やかに都、区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況

及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。 

東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

（平成２４年東京都条例第１５５号） 

（27）事故発生時の対応（基準第 40 条） 

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、利用者に

対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村及び当該利用者

の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じ、利用者に対する指定居宅介護の提

供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこと

としたものである。 

このほか、次の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あ

らかじめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

② 指定居宅介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険

に加入しておくことが望ましいこと。 

③ 指定居宅介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策

を講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り

組み指針」（平成 14 年３月 28 日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示され

ているので、参考にされたい。 

       障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関 

            する基準について（障発第 1206001 号平成 18 年 12 月６日厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長） 

 

【移動支援】 

第３７条 事故等発生時の対応 

乙は、支援の実施中に事故等が発生した場合は、直ちに甲及び利用者の家族に連絡するとと

もに必要な措置を講じるものとする。 

２ 乙は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について速やかに「事故等報告書」を

作成し、甲に報告しなければならない。 

江戸川区障害者移動支援事業委託契約 仕様書 

参考 事故対応に関する規定 


